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   参考資料の配付について                   

                                 

 このことについて，下記の資料を別添のとおり配付いたします。   
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  函館市宿泊税の課税開始日について               
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函館市宿泊税の課税開始日について 

                                    

 函館市宿泊税につきましては，本年７月２２日（火）に総務大臣から

法定外目的税の新設について同意が得られましたが，課税開始日は規則

で定めることとしておりました。 

 この度，課税開始日については，令和８年４月１日（水）とし，その

旨規定した「函館市宿泊税条例の施行期日を定める規則」を公布しまし

たのでお知らせいたします。 

 なお，北海道宿泊税につきましても，課税開始日は，本市と同日の令

和８年４月１日（水）となっております。 


